
 
 

救 急 本 部 

救急制度改革法案（概要）

救 急 本 部

               （都道府県に設置、救急医療の専門的知識・経験がある医師が２４時間常駐）

・緊急度・重症度を選別   

 

 

①軽症の場合…医療相談、医療機関の紹介 

②重症の場合…搬送手段、適切な処置、搬送先医療機関を判断 

救急要請

連絡・調整 医学的指示、

指導・助言 

出動命令・要請 

救急協議会

救 急 車 

消防防災ヘリ 

ドクターカー 

ドクターヘリ 

救急救命士等が行う救

護・搬送時の高度な処置 

与党案はこ

の部分のみ 

 

医療機関 

 

救急業務全般に係わる検証、医師や

救急救命士等の教育・訓練に意見、

手順書作成等

 
 


